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第345回広島県内水面漁場管理委員会議事録 

 

１  開催日時及び場所 

   日 時  令和４年３月８日（火）午後２時２分～午後３時７分        

   場 所  広島県内水面漁場管理委員会委員室 

       （広島市中区基町10－52） 

 

２  開催告示月日及び招集者 

   告示月日  令和４年２月22日（火） 

   招 集 者       広島県内水面漁場管理委員会 会長 辻󠄀 駒 健 二    

 

３ 出席者 

  委員 (７人）  辻󠄀駒健二，河合幸一郎，飯尾協，小池勝，箕野博司，中尾文治，宮林豊 

 

  県 (６人)  農 林 水 産 局 水 産 課             課  長 木村 淳 

〃          主  査 小川 憲太 

〃          主  査 御堂岡 慎吾 

 西部農林水産事務所水産課 課 長 廣中 孝一 

 西部農林水産事務所水産第二課 課 長 竹本 広司 

 東部農林水産事務所水産課 課 長 横山 憲之 

                          

  事務局 (３人) 山根次長，中林主査，友井技師 

 

４  傍聴人(利害関係者等) 

  なし 

 

５ 議題及び報告結果 

(1)  付議事項 

     第10号議案 令和４年における増殖目標量（三篠川漁業協同組合）の委員会指示につい

         て 

（ 結  果 ）原案のとおり承認された。 

     第11号議案 令和５年度内水面漁業権の免許方針について 

（ 結  果 ）原案のとおり承認された。 

 

(2) その他 
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６  議事の経過  

 午後２時２分，事務局の山根次長が第345回広島県内水面漁場管理委員会の開会を宣言し，

委員総数10名に対し出席委員は７名で，本委員会が成立していることを報告した。 

 続いて，会長あいさつの後，議事録署名者に小池委員と河合委員を指名し，議事に入った。 

 

【第10号議案 令和４年における増殖目標量（三篠川漁業協同組合）の委員会指示について】 

議  長  それでは議事に入ります。第10号議案「令和４年における増殖目標量（三篠川漁

業協同組合）の委員会指示について」を上程します。事務局から提案理由の説明を

お願いいたします。 

山根次長  （提案の理由及び根拠規定を説明した。） 

御堂岡主査  （資料１－１により，三篠川漁協での協議結果・復旧工事の状況，県が算出した

増殖の基準量等について説明した。） 

友井技師  （資料１－２，３により，増殖目標量の委員会指示（案）の内容について説明し

た。） 

議  長  ただいまの説明について，委員の皆様，御意見，御質問はございませんか。 

河合委員  資料１-１の環境収容力把握調査票の下小さい表のところ，４番の第４項のところ，

早瀬が０になっているのは，工事の影響で放流してもほとんどあゆの成長として機能

しないということで０としているのはわかるが，１０番の栄堂川の早瀬０というのは

あり得ない，この区間は早瀬があってもあゆの成長に寄与しないあまりに浅いとか沈

み石になっているとか，調査区間10番をどのように計算して算出したのか教えて欲し

い。というのが栄堂川を良く知っているので。栄堂川の本流に入るあたりに確か早瀬

があったように記憶している。 

御堂岡主査  平成21年調査になるためデ－タが手元にないので確認して回答する。 

河合委員  ７番の河津川に結構早瀬がある，流水面積が川の完全流路の倍くらいあると考え

ると栄堂川の方が面積は４倍近くあるのに０はおかしい。もしかしたら浅い浅い瀬で

平水時の水が少ないため，あゆが住める早瀬としては適しないため早瀬があったとし

ても０としている可能性はあるが。 

 早瀬が多いとなったら計算変わってきますよね。確認した方が良いかと。 

御堂岡主査  確認します。 

議  長  なかなか川の状況は河合委員のように分からないところがある。 

河合委員  実は栄堂川で新種を見つけて，広島の種類で綺麗な種なのでアキツクレンテンと

名付けたのでよく覚えている。綺麗ないい川でいっぱい支流も入っているが，河床

がすごく堰とかばっかりで，かなり人工的なため淵は機能するがアユが住める早瀬

としては機能していないと判断された可能性はある。 

議  長  ここは災害復旧工事の他，川幅を広げる工事をしており用地交渉がかなり遅れて
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いるという話も聞いた。水量が少ないところで川幅が広がったことでアユに更に悪

影響があるかもしれない。川の中に川を作るようにやっていかないと。淵は淵，早

瀬は早瀬というように漁業権があるところには管理しているところがどのような計

画をもって工事をしているか確認する必要がある。 

河合委員  工区３の写真を見ると濁水がなくてもあまりいい瀬に見えない，ある程度深さが

ないと良い苔が生えない。ちゃんとメリハリのある淵があって瀬が必要だがこの写

真を見ると真っ平な感じ。 

議  長  沼田川の組合長に聞いたが，浚渫してもそれを持って行くところが無いから淵を

埋めている。これでは魚はいなくなる。処々の淵が無くなったとぼやいてられた。

川幅広げるのはいいが，川の中に川を作っていくように造成しないといいことにな

らないと思う。 

木村課長  工事の内容については，県の工事ですので，建設事務所の方に確認したい。栄堂

川について10年前位の調査結果なので，振り返りが不十分な点がございます，併せ

て確認したい。 

議  長  河川管理者の方も治水利水だけではなく，三篠川には漁協もあってアユを放流し

ているので，放流したアユがそこに居付くような川づくりにしないといいことにな

らないと思います。  

議  長  他に，御意見，御質問はありませんか。ないようですので，第10号議案について

は，原案のとおり指示することでよろしいでしょうか。 

全 委 員  はい。 

議  長  異議なしということですので，第10号議案「令和４年における増殖目標量（三篠

川漁業協同組合）の委員会指示について」は，原案のとおり指示をすることに決定

します。 

 

【第11号議案 令和５年度内水面漁業権の免許方針について】 

議  長  それでは次に移ります。協議事項第11号議案「令和５年度における内水面漁業権

の免許方針について」を上程します。事務局から提案理由の説明をお願いいたしま

す。 

山根次長  （提案の理由を説明した。） 

御堂岡主査  （資料２－１，２－２，により令和５年度にむけた漁業権免許方針について改正

箇所を中心に説明した。） 

議  長  ただいまの説明について，委員の皆様，御意見，御質問をお願いします。 

宮林委員  表のところ，利害関係人の意見を聞くとあるが，どのようなイメージか。内水面漁

場計画（案）と（素案）との違いは。 

御堂岡主査  基本的に利害関係人から，特段の意見がなければ素案がとれて案になります。 
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宮林委員  県が例えばパブリックコメントのように意見を募集して，委員会には知事が修正し

て案として示す。 

御堂岡主査  そうです。 

飯尾委員  利害関係人の意見聴取は具体的に何をするのか。 

御堂岡主査  具体的な事例というのが，海面含め先行事例でも具体的な意見がなかったのです

が利害関係人というのは，漁業をする者，漁業をやりたい者，あとは船舶など水面

を利用する利害関係のある者。 

飯尾委員  そういった者からの意見聴取は前からあったように思うが。 

山根次長  具体的なやり方でやったのは海面ですが，HPに案を載せてそれについて意見を求

める方法です。 

宮林委員  誰でも言える感じなのか。 

山根次長  あくまで利害関係人なので，その漁場計画を受けて利益や被害を被る人が自分で

説明して書いた上で意見を言っていただく，限定はされている。 

宮林委員  近所に住んでいるからとか。 

飯尾委員  無関係人の意見は無視する。 

山根次長  あくまで利害関係人の意見をうける。全て受け付ける訳ではありません。 

議  長  漁業権免許は10年だが漁協の立場で言うと，組合員や遊漁者から行使料，遊漁料

を貰って増殖保護をしている。昨年８月の豪雨災害にあっても農地や道路などは激

甚災で直す，田んぼに表土が入っても，表土をとってから直す。 

      だが，漁業権のある川に砂が入ったら魚は成長しない，漁場計画をたてるよう言

われているが工事に関する揉め事は多い。発注者ではなく施工者との喧嘩をするこ

とになる。当事者は知らぬ顔だ，今日の二時からの委員会前に話してきたが，ピシ

ャっとしないといけない。漁業権を持っている者と相談がない。 

      同じ日本でも高知県に理事と行ったが，道路から川に降りる道がついて，四駆で

降りてキャンプする。 

      広島は川に四駆が降りれるような道がない。猪や鹿の鳥獣対策で金網が張られ川

に降りれない。 

      川があっても魚が住める川にしていただきたい。 

議  長  他に，御意見，御質問はありませんか。ないようですので，第11号議案について

は，原案のとおり承認することでよろしいでしょうか。 

全 委 員  はい。 

議  長  異議なしということですので，第11号議案「令和５年度における内水面漁業権の

免許方針について」は，原案のとおり承認します。 

議  長  続いてその他に移ります。 

議  長  委員の皆様，御意見，御質問はございませんか。 
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議  長  それでは，県，事務局からは何かありますか。 

飯尾委員  その他という事で，八谷委員の帝釈峡漁協が東部アユセンターで中間育成事業を

行っている。県の生産するアユの半分をここで生産している。そこが国定公園の中

にあるため，県が管理委託を受ける遊歩道が崩れ使えなくなっている。今年，中間

育成を中断せざるを得ない状況にある。アユという中核魚種の増殖体制が崩れた状

況にある。県の施策では栽培漁業の中核を担っている。そこがダメになったという

事は，いままで進めてきた方向が崩れている。それを補完する施策を検討していた

だきたい。この委員会で内水面漁業振興計画を作りましょうというのが折に触れ取

り上げられているが，とりあげる一つの大きなテーマであると考える。振興計画で

是非取り上げていただきたい。そんな中，海面で作ったアユ生産に２年前から取り

組んでいる。これが正解かは分からないが，こういった新たな取組もおこなってい

る。将来に向けた振興施策，漁業調整とは異なりますが，その他ということで発言

させていただいた。内水面振興計画を大きな柱の一つとし，お知恵をお借りしたい

しご助力もいただきたい。 

山根次長  次回の委員会は４，５月の開催を予定しております。よろしくお願いいたします。 

河合委員  資料１－１の２ページ目に戻るが，工事が完了してもこのような河川状況では，

物理的には可能であっても，コケの生産が間に合わない，700ｋｇ放しても棲息でき

る川ではない。災害復旧の工事が終わった後で，もともとの川の流量をシュミレー

トしていただいて，淵だけでも深く復元してもらって，淵がちゃんとできれば水位

が上がった時に瀬が自然にできるので。 

河川の整備計画の委員をしてますが100年に１つ1000年に１つの確率の洪水にも

大丈夫な断面を確保するとしかない。 

生態系を戻す，できれば淵や瀬，早瀬の浮石がないと，川底の面積当たりのコケ

が生える表面が桁違いに減ってしまう，見た目水がきれいでもアユは住めない。結

局群れアユばかりになっちゃう。自分が大きくなれるだけのコケがないとなわばり

持たないで群れアユになる悪循環ですよね。 

そういうことにならないようなんとか出来ないかなと，難しい問題かもしれない

が，取組まないと。これからも災害はあるかもしれないが，人命，財産優先で全部

あきらめてしまうのは怖い感じがする。中四国ブロックなどの機会に声を上げて国

交省，水産庁に動いてもらって。 

議  長  わかりました。 

議  長  それではこれをもちまして，第345回広島県内水面漁場管理委員会を終了します。

ありがとうございました。 

 

（午後３時07分 閉会） 


